
河川法（抜粋） 

 

 

（土地の占用の許可）  

第二十四条 河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。

以下次条において同じ。）を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川

管理者の許可を受けなければならない。 

 

（工作物の新築等の許可）  

第二十六条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、

国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口

附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又

は除却しようとする者も、同様とする。  

２ 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為につい

ては、同項の許可を受けることを要しない。  

一 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして

政令で定める工作物の新築又は改築  

二 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれの

あるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改

築  

三 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下にお

ける除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの  

３ 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について

第一項の許可の申請又は第三十七条の二、第五十八条の十二、第九十五条若しくは第九十九条

第二項の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築

又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、

これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。  

４ 第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、

適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設（樹林帯を除く。）

を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域（次項及び次条第三項

において「特定樹林帯区域」という。）内の土地においてされるものであるときは、この限りで

ない。  

５ 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、そ

の旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 

 

（流水占用料等の徴収等）  

第三十二条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条、第二十

四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地

占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料（以下「流水占用料等」という。）を徴収する
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ことができる。  

２ 流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。  

３ 流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。  

４ 国土交通大臣又は指定都市の長は、第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は

第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は

登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許

可又は登録について第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。 

 

 


